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(57)【要約】
　【課題】　さらなる小型化をすることのできるカメラ
ヘッドを提供する。
　【解決手段】　カメラ装置１のカメラヘッド３は、３
つの画像センサ１４を有する撮像ユニット２と、３つの
画像センサ１４に接続されるフレキシブル基板１６と、
撮像ユニット２が収納されるとともにフレキシブル基板
１６が取り付けられるシャーシ８を備える。３つの画像
センサ１４は、撮像ユニット２の上面側と後面側と下面
側にそれぞれ設けられており、フレキシブル基板１６は
、シャーシ８の内部において、それらの画像センサ１４
が設けられていない撮像ユニット２の横面側に配置され
ている。
【選択図】　図１



(2) JP 2012-195931 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３つの画像センサを有する撮像ユニットと、
　前記３つの画像センサに接続されるフレキシブル基板と、
　前記撮像ユニットが収納されるとともに、前記フレキシブル基板が取り付けられるシャ
ーシと、を備え、
　前記３つの画像センサは、前記撮像ユニットの上面側と後面側と下面側にそれぞれ設け
られており、
　前記フレキシブル基板は、前記シャーシの内部において、前記画像センサが設けられて
いない前記撮像ユニットの横面側に配置されていることを特徴とするカメラヘッド。
【請求項２】
　前記撮像ユニットは、前記３つの画像センサが上面側と後面側と下面側にそれぞれ設け
られるプリズムを有しており、
　前記プリズムの一方の横面側には、前記プリズムを前記シャーシに固定するためのプリ
ズム台板が設けられており、
　前記フレキシブル基板は、前記プリズム台板が設けられていない前記プリズムの他方の
横面側に配置されていることを特徴とする請求項１に記載のカメラヘッド。
【請求項３】
　前記フレキシブル基板が取り付けられる基板ホルダを備え、
　前記基板ホルダは、前記フレキシブル基板を係止して保持するための基板保持部と、前
記シャーシに設けられた被係止部に係止される係止部と、を備え、
　前記フレキシブル基板は、前記基板ホルダを介して、前記シャーシの側壁に取り付けら
れていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載のカメラヘッド。
【請求項４】
　前記フレキシブル基板は、第１の電子部品が実装される第１リジット部と、前記第１の
電子部品より発熱量が大きい第２の電子部品が実装される第２リジット部と、を備え、
　前記シャーシは、内部を前側空間と後側空間とに分割する仕切り壁を備え、
　前記撮像ユニットは、前記前側空間の内部に収納されており、
　前記第１リジット部は、前記前側空間の内部において、前記撮像ユニットの横面側の前
記側壁に内側から取り付けられており、
　前記第２リジット部は、前記後側空間において前記仕切り壁に後側から取り付けられて
いることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のカメラヘッド。
【請求項５】
　前記第１リジット部は、第１の放熱シートを介して前記側壁に取り付けられており、
　前記第２リジット部は、第２の放熱シートを介して前記仕切り壁に取り付けられている
ことを特徴とする請求項４に記載のカメラヘッド。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のいずれかに記載のカメラヘッドと、
　前記カメラヘッドがケーブルを介して接続されるコントロールユニットと、
を備えたことを特徴とするカメラ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、さらなる小型化が可能なカメラヘッドに関するものである。
【０００２】
　また、本発明は、カメラ装置のカメラヘッドに関し、特に、小型のカメラヘッドの放熱
効率を向上させる技術に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
　従来、撮像ユニットを備えるカメラヘッドが、ケーブルを介してカメラコントロールユ
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ニットに接続されたカメラ装置が知られている。一般に、このようなカメラ装置は、カメ
ラヘッドがカメラコントロールユニットから着脱することが可能であり、ヘッド分離型カ
メラとも呼ばれている（例えば特許文献１参照）。ヘッド分離型カメラは、例えば医療用
や工業用の内視鏡カメラ等として用いられているが、そのような内視鏡カメラでは、カメ
ラヘッドの小型化を実現することが極めて重要である。
【０００４】
　ところで、内視鏡カメラでは、カメラ画像における色の再現性を高めることも重要であ
る。特に、手術などに用いられる医療用の内視鏡カメラでは、カメラ画像における色の再
現性を高めることが極めて重要である。そのような内視鏡カメラでは、撮像ユニットに、
３色分解プリズムと３つの画像センサが用いられる。そのような内視鏡カメラは、３板式
カメラとも呼ばれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３５４３００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の内視鏡カメラでは、カメラヘッド内部のスペースの有効活用が不
十分であり、カメラヘッドのさらなる小型化が望まれていた。
【０００７】
　本発明は、上記従来の問題を解決するためになされたもので、さらなる小型化を実現す
ることのできるカメラヘッドおよびカメラ装置を提供することを目的とする。
【０００８】
　また、従来の内視鏡カメラでは、単にカメラヘッドを小型化すると、カメラヘッドの容
積が小さくなる分だけ、電子部品などからの熱により温度上昇しやすくなるという問題が
あった。そこで、カメラヘッドに何らかの放熱構造を設けることも考えられるが、小型の
カメラヘッドの内部には空間的なスペースが十分でなく、複雑な放熱構造を設けることが
できないという問題があった。
【０００９】
　本発明は、上記従来の問題を解決するためになされたもので、小型のカメラヘッドの放
熱効率を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のカメラヘッドは、３つの画像センサを有する撮像ユニットと、前記３つの画像
センサに接続されるフレキシブル基板と、前記撮像ユニットが収納されるとともに、前記
フレキシブル基板が取り付けられるシャーシと、を備え、前記３つの画像センサは、前記
撮像ユニットの上面側と後面側と下面側にそれぞれ設けられており、前記フレキシブル基
板は、前記シャーシの内部において、前記画像センサが設けられていない前記撮像ユニッ
トの横面側に配置された構成を有している。
【００１１】
　この構成により、シャーシの内部において撮像ユニットの横面側にフレキシブル基板が
配置される。この場合、撮像ユニットの３つの画像センサは、撮像ユニットの上面側と後
面側と下面側に設けられており、したがって、撮像ユニットの横面側には、画像センサが
設けられていない。そのため、撮像ユニットの横面側には、シャーシの内部に空間的なス
ペースを確保する余裕がある。本発明では、そのスペース（撮像ユニットの横面側のスペ
ース）を、フレキシブル基板を取り付けるためのスペースとして利用する。したがって、
シャーシ内部のスペースを有効に活用することができ、その分だけカメラヘッドの小型化
が可能になる。
【００１２】
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　また、本発明のカメラヘッドでは、前記撮像ユニットは、前記３つの画像センサが上面
側と後面側と下面側にそれぞれ設けられるプリズムを有しており、前記プリズムの一方の
横面側には、前記プリズムを前記シャーシに固定するためのプリズム台板が設けられてお
り、前記フレキシブル基板は、前記プリズム台板が設けられていない前記プリズムの他方
の横面側に配置された構成を有している。
【００１３】
　この構成により、プリズムの他方の横面側に、フレキシブル基板が配置される。プリズ
ムの一方の横面側には、プリズム台板が設けられているが、プリズムの他方の横面側には
、プリズム台板が設けられていない。そのため、プリズムの他方の横面側には、シャーシ
の内部に空間的なスペースを確保する余裕がある。本発明では、そのスペース（プリズム
の他方の横面側のスペース）を、フレキシブル基板を取り付けるためのスペースとして利
用する。したがって、シャーシ内部のスペースを有効に活用することができ、その分だけ
カメラヘッドの小型化が可能になる。
【００１４】
　また、本発明のカメラヘッドは、前記フレキシブル基板が取り付けられる基板ホルダを
備え、前記基板ホルダは、前記フレキシブル基板を係止して保持するための基板保持部と
、前記シャーシに設けられた被係止部に係止される係止部と、を備え、前記フレキシブル
基板は、前記基板ホルダを介して、前記シャーシの側壁に取り付けられた構成を有してい
る。
【００１５】
　この構成により、フレキシブル基板が基板ホルダに係止して保持され、基板ホルダがシ
ャーシに係止して取り付けられる。これにより、フレキシブル基板を、ねじを用いずにシ
ャーシに取り付けることができる。従来のように、フレキシブル基板を、ねじを用いてシ
ャーシに取り付ける場合には、ねじ止めをするためのスペース（ねじ穴を設けるためのス
ペース）をシャーシの内部に確保する必要がある。それに対して、本発明では、ねじ止め
をするためのスペースをシャーシの内部に確保する必要がなく、その分だけカメラヘッド
の小型化が可能になる。
【００１６】
　また、本発明のカメラヘッドでは、前記フレキシブル基板は、第１の電子部品が実装さ
れる第１リジット部と、前記第１の電子部品より発熱量が大きい第２の電子部品が実装さ
れる第２リジット部と、を備え、前記シャーシは、内部を前側空間と後側空間とに分割す
る仕切り壁を備え、前記撮像ユニットは、前記前側空間の内部に収納されており、前記第
１リジット部は、前記前側空間の内部において、前記撮像ユニットの横面側の前記側壁に
内側から取り付けられており、前記第２リジット部は、前記後側空間において前記仕切り
壁に後側から取り付けられた構成を有している。
【００１７】
　この構成により、シャーシの内部が、仕切り壁によって前側空間と後側空間に分割され
、後側空間に、発熱量の大きい第２の電子部品が配置され、前側空間に、発熱量の小さい
第１の電子部品と撮像ユニットが配置される。発熱量の小さい第１の電子部品は、発熱量
の大きい第２の電子部品よりも保証温度値が低い。本発明によれば、発熱量の大きい第２
の電子部品を後側空間に配置することにより、効率よく放熱を行うことができる。また、
保証温度値が低い第１の電子部品を、発熱量の大きい第２の電子部品と異なる空間に配置
する（第１と第２の電子部品を配置する空間を分ける）ことにより、シャーシの内部の温
度分布を２段階にすることができ、保証温度値が低い第１の電子部品が、発熱量の大きい
第２の電子部品からの熱の影響を受けるのを抑えることができる。
【００１８】
　また、本発明のカメラヘッドでは、前記第１リジット部は、第１の放熱シートを介して
前記側壁に取り付けられており、前記第２リジット部は、第２の放熱シートを介して前記
仕切り壁に取り付けられた構成を有している。
【００１９】



(5) JP 2012-195931 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

　この構成により、第１の電子部品からの熱が、第１の放熱シートを介してシャーシの側
壁に伝えられる。また、第２の電子部品からの熱が、第２の放熱シートを介してシャーシ
の仕切り壁に伝えられる。これにより、シャーシから放熱することが可能になり、放熱効
率を上げることができる。
【００２０】
　本発明のカメラ装置は、上記のカメラヘッドと、前記カメラヘッドがケーブルを介して
接続されるコントロールユニットと、を備えた構成を有している。
【００２１】
　このカメラ装置によっても、上記と同様に、カメラヘッドの内部において、撮像ユニッ
トの横面側のスペースを、フレキシブル基板を取り付けるためのスペースとして利用する
ので、カメラヘッドのシャーシ内部のスペースを有効に活用することができ、その分だけ
カメラヘッドの小型化が可能になる。
【００２２】
　また、本発明のカメラヘッドは、撮像ユニットと、前記撮像ユニットに接続されるフレ
キシブル基板と、前記撮像ユニットが収納されるとともに、前記フレキシブル基板が取り
付けられるシャーシと、を備え、前記フレキシブル基板は、第１の電子部品が実装される
第１リジット部と、前記第１の電子部品より発熱量が大きい第２の電子部品が実装される
第２リジット部と、を備え、前記シャーシは、内部を前側空間と後側空間とに分割する仕
切り壁を備え、前記撮像ユニットは、前記前側空間の内部に収納されており、前記第１リ
ジット部は、前記前側空間の内部において、前記シャーシの側壁に内側から取り付けられ
ており、前記第２リジット部は、前記後側空間の内部において、前記仕切り壁に後側から
取り付けられた構成を有している。
【００２３】
　この構成により、シャーシの内部が、仕切り壁によって前側空間と後側空間に分割され
、後側空間に、発熱量の大きい第２の電子部品が配置され、前側空間に、発熱量の小さい
第１の電子部品と撮像ユニットが配置される。発熱量の小さい第１の電子部品は、発熱量
の大きい第２の電子部品よりも保証温度値が低い。本発明によれば、発熱量の大きい第２
の電子部品を後側空間に配置することにより、効率よく放熱を行うことができる。また、
保証温度値が低い第１の電子部品を、発熱量の大きい第２の電子部品と異なる空間に配置
する（第１と第２の電子部品を配置する空間を分ける）ことにより、シャーシの内部の温
度分布を２段階にすることができ、保証温度値が低い第１の電子部品が、発熱量の大きい
第２の電子部品からの熱の影響を受けるのを抑えることができる。
【００２４】
　また、本発明のカメラヘッドでは、前記第１リジット部は、第１の放熱シートを介して
前記側壁に取り付けられており、前記第２リジット部は、第２の放熱シートを介して前記
仕切り壁に取り付けられた構成を有している。
【００２５】
　この構成により、第１の電子部品からの熱が、第１の放熱シートを介してシャーシの側
壁に伝えられる。また、第２の電子部品からの熱が、第２の放熱シートを介してシャーシ
の仕切り壁に伝えられる。これにより、シャーシから放熱することが可能になり、放熱効
率を上げることができる。
【００２６】
　また、本発明のカメラヘッドでは、前記撮像ユニットは、３つの画像センサを備えてお
り、前記３つの画像センサは、前記撮像ユニットの上面側と後面側と下面側にそれぞれ設
けられており、前記フレキシブル基板は、前記画像センサが設けられていない前記撮像ユ
ニットの横面側において、前記シャーシの側壁に内側から取り付けられた構成を有してい
る。
【００２７】
　この構成により、撮像ユニットの横面側のシャーシの側壁に、フレキシブル基板が内側
から取り付けられる。この場合、撮像ユニットの３つの画像センサは、撮像ユニットの上
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面側と後面側と下面側に設けられており、したがって、撮像ユニットの横面側には、画像
センサが設けられていない。そのため、撮像ユニットの横面側には、シャーシの内部に空
間的なスペースを確保する余裕がある。本発明では、そのスペース（撮像ユニットの横面
側のスペース）を、フレキシブル基板を取り付けるためのスペースとして利用する。した
がって、シャーシ内部のスペースを有効に活用することができ、その分だけカメラヘッド
の小型化が可能になる。
【００２８】
　また、本発明のカメラヘッドは、前記フレキシブル基板が取り付けられる基板ホルダを
備え、前記基板ホルダは、前記フレキシブル基板を係止して保持するための基板保持部と
、前記シャーシに設けられた被係止部に係止される係止部と、を備え、前記フレキシブル
基板は、前記基板ホルダを介して、前記シャーシの側壁に取り付けられた構成を有してい
る。
【００２９】
　この構成により、フレキシブル基板が基板ホルダに係止して保持され、基板ホルダがシ
ャーシに係止して取り付けられる。これにより、フレキシブル基板を、ねじを用いずにシ
ャーシに取り付けることができる。従来のように、フレキシブル基板を、ねじを用いてシ
ャーシに取り付ける場合には、ねじ止めをするためのスペース（ねじ穴を設けるためのス
ペース）をシャーシの内部に確保する必要がある。それに対して、本発明では、ねじ止め
をするためのスペースをシャーシの内部に確保する必要がなく、その分だけカメラヘッド
の小型化が可能になる。
【００３０】
　本発明のカメラ装置は、上記のカメラヘッドと、前記カメラヘッドがケーブルを介して
接続されるコントロールユニットと、を備えた構成を有している。
【００３１】
　このカメラ装置によっても、上記と同様に、発熱量の大きい第２の電子部品を後側空間
に配置することにより、効率よく放熱を行うことができる。また、シャーシの内部の温度
分布を２段階にすることにより、保証温度値が低い第１の電子部品が、発熱量の大きい第
２の電子部品からの熱の影響を受けるのを抑えることができる。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明は、さらなる小型化を実現することができるという効果を有するカメラヘッドお
よびカメラ装置を提供することができるものである。
【００３３】
　また、本発明は、カメラヘッドが小型であっても放熱効率を向上させることができると
いう効果を有するカメラヘッドおよびカメラ装置を提供することができるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施の形態におけるカメラヘッドの構成を説明するための平面図
【図２】本発明の実施の形態におけるカメラヘッドの構成を説明するための側面図
【図３】本発明の実施の形態におけるカメラ装置の構成を説明するためのブロック図
【図４】本発明の実施の形態におけるカメラヘッドの構成を説明するための分解斜視図
【図５】フレキシブル基板と基板ホルダの構成を説明するための斜視図
【図６】基板ホルダによるフレキシブル基板の保持を説明するための斜視図
【図７】基板ホルダによるフレキシブル基板の保持を説明するための側面図
【図８】基板ホルダに保持されたフレキシブル基板の平面図
【図９】カメラヘッドのシャーシを前側から見たときの斜視図
【図１０】カメラヘッドのシャーシを後側から見たときの斜視図
【図１１】カメラヘッドのシャーシに基板ホルダを取り付る様子を示す斜視図
【図１２】カメラヘッドのシャーシに基板ホルダを取り付けた状態を示す斜視図
【図１３】カメラヘッドのシャーシの仕切り壁の凹部の説明図
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【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施の形態のカメラヘッドおよびカメラ装置について、図面を用いて説
明する。本実施の形態では、医療用の内視鏡カメラ（例えば、腹腔内を観察するための腹
腔鏡等）として用いられるカメラ装置の場合を例示する。
【００３６】
　本発明の実施の形態のカメラ装置の構成を、図面を参照して説明する。ここでは、まず
、図３を参照して、カメラ装置の全体の構成について説明する。図３に示すように、カメ
ラ装置１は、撮像ユニット２を備えるカメラヘッド３と、カメラヘッド３がケーブル４を
介して着脱自在に取り付けられるコントロールユニット５を備えている。コントロールユ
ニット５は、信号処理部６や光源部７などを備えている。信号処理部６は、撮像ユニット
２から得られた映像入力信号に所定の信号処理を施して、モニタ（図示せず）などに出力
される映像出力信号を生成する機能を備えている。光源部７は、光ファイバ（図示せず）
などを用いてカメラヘッド３に照明用の光を送る機能を備えている。
【００３７】
　つぎに、図１～図１２を参照して、カメラヘッド３の構成について詳しく説明する。図
４に示すように、カメラヘッド３のシャーシ８は、上下左右の４つの側壁から構成されて
おり、前後に開口する筒形状（断面が略四角形の筒形状）をしている。図１および図２に
示すように、このシャーシ８の内部には、仕切り壁９が設けられており、この仕切り壁９
によって、シャーシ８の内部は２つの空間（前側空間１０と後側空間１１）に分割されて
いる。なお、ここでは、図１における左側が「前」であり、図１における右側が「後」で
ある。また、図１における上側と下側が「横」である。また、図２における上側が「上」
であり、図２における下側が「下」である。また、ここでは、シャーシ８の形状が、断面
が略四角形の角筒形状である場合について説明するが、シャーシ８の形状は、これに限定
されるものではなく、例えば、断面が略円形の円筒形状などであってもよい。
【００３８】
　図４に示すように、このシャーシ８には、前側から撮像ユニット２が取り付けられ、後
側からコネクタユニット１２が取り付けられる。撮像ユニット２は、カメラ画像を得るた
めの構成であり、入射光を３色（赤色、緑色、青色）に分解するための３色分解プリズム
１３と、３色の光をそれぞれ受光するための３つの画像センサ１４を備えている（図２参
照）。撮像ユニット２には、光学レンズ（図示せず）が取り付けられるレンズマウント１
５も備えられている。図１および図２に示すように、撮像ユニット２（３色分解プリズム
１３と３つの画像センサ１４）は、シャーシ８の前側空間１０に収納されている。
【００３９】
　なお、図１に示すように、３色分解プリズム１３は、プリズム台板３４を用いて、シャ
ーシ８の内部に固定されている。この場合、３色分解プリズム１３の一方の横面側（図１
における下側）に、プリズム台板３４が接着剤などを用いて固定される。そして、プリズ
ム台板３４が、レンズマウント１５にねじ止めなどで固定され、レンズマウント１５がシ
ャーシ８にねじ止めなどで固定される。この場合、図１に示すように、３色分解プリズム
１３の他方の横面側（図１における上側）には、プリズム台板３４が設けられていない。
本実施の形態では、この３色分解プリズム１３の他方の横面側（図１における上側）のス
ペース（シャーシ８の内部のスペース）に、各画像センサ１４から映像入力信号を得るた
めのフレキシブル基板１６が配置されている。
【００４０】
　これらの画像センサ１４は、例えば、ＭＯＳセンサやＣＣＤセンサなどで構成される。
この場合、図２に示すように、青色用の画像センサ１４は、３色分解プリズム１３の上面
側（図２における上側）に設けられる。また、緑色用の画像センサ１４は、３色分解プリ
ズム１３の後面側（図２における右側）に設けられる。そして、赤色用の画像センサ１４
は、３色分解プリズム１３の下面側（図２における下側）に設けられる。一方、図１に示
すように、３色分解プリズム１３の横面側（図１における上側と下側）には、画像センサ



(8) JP 2012-195931 A 2012.10.11

10

20

30

40

50

１４が設けられていない。本実施の形態では、この３色分解プリズム１３の横面側（図１
における上側）のスペース（シャーシ８内部のスペース）に、各画像センサ１４から映像
入力信号を得るためのフレキシブル基板１６が配置されている。
【００４１】
　ここで、フレキシブル基板１６の構成について詳しく説明する。図５に示すように、フ
レキシブル基板１６は、３つの画像センサ１４にそれぞれ接続される３つのセンサ接続部
１７を備えている。各センサ接続部１７は、リジッド部（フレキシブル基板１６のうち剛
性が高い部分）で構成されている。また、フレキシブル基板１６は、発熱量の小さい電子
部品が実装される第１リジッド部１８と、発熱量の大きい電子部品が実装される第２リジ
ッド部１９を備えている。隣接するリジッド部は、フレキシブル部（フレキシブル基板１
６のうち柔軟性が高い部分）を介して接続されている。
【００４２】
　フレキシブル基板１６は、基板ホルダ２０によって保持される。図５に示すように、基
板ホルダ２０は、第１リジッド部１８を保持する第１ホルダ部２１と、第２リジッド部１
９を保持する第２ホルダ部２２と、第１ホルダ部２１と第２ホルダ部２２を連結する連結
部２３を備えている。連結部２３は、任意の角度（例えば９０度）で曲げることができる
ように薄肉とされている。つまり、連結部２３を薄肉にすることにより、第１ホルダ部２
１と第２ホルダ部２２の配置（つまり、第１リジッド部１８と第２リジッド部１９の配置
）の自由度が高くなっている。第１ホルダ部２１の縁部には、第１リジッド部１８の縁部
を係止して保持するための第１基板保持爪２４が設けられている。第２ホルダ部２２の縁
部には、第２リジッド部１９の縁部を係止して保持するための第２基板保持爪２５が設け
られている。第１基板保持爪２４および第２基板保持爪２５は、本発明の基板保持部に相
当する。
【００４３】
　フレキシブル基板１６は、基板ホルダ２０によって保持された状態で、シャーシ８に取
り付けられる。この場合、シャーシ８の前側空間１０の内部には、色分解プリズムの一方
の横面側（図１における上側）のシャーシ８の側壁の縁部に、係止溝２６が設けられてお
り（図９参照）、この係止溝２６に、第１ホルダ部２１の縁部に設けられた係止片２７が
係止されるようになっている（図１１および図１２参照）。第１リジット部は、第１ホル
ダ部２１に保持された状態で、色分解プリズムの横面側のシャーシ８の側壁に取り付けら
れる。一方、シャーシ８の後側空間１１の内部には、色分解プリズムの他方の横面側（図
１における下側）のシャーシ８の仕切り壁９の縁部に、係止穴２８が設けられており（図
１０参照）、この係止穴２８に、第２ホルダの縁部から立設された係止爪２９が係止され
るようになっている（図１参照）。ここで、係止溝２６や係止穴２８は、本発明の被係止
部に相当し、係止片２７や係止爪２９は、本発明の係止部に相当する。
【００４４】
　図９に示すように、シャーシ８の前側空間１０の内部において、色分解プリズムの横面
側のシャーシ８の側壁には、第１の放熱シート３０が取り付けられている。第１リジット
部は、この第１の放熱シート３０を介して、シャーシ８の側壁に内側から取り付けられて
いる。すなわち、第１リジット部の電子部品とシャーシ８の側壁との間には、第１の放熱
シート３０が介在しており、第１リジッド部１８の電子部品は、第１の放熱シート３０に
押し付けられた状態になる。なお、第１の放熱シート３０は粘性を有しており、その粘性
を利用してシャーシ８の側壁に貼り付けられている。また、第１の放熱シート３０は弾性
（クッション性）を有しており、その弾性により第１リジット部の取付けの際のガタが抑
えられている。
【００４５】
　一方、図１０に示すように、シャーシ８の後側空間１１の内部において、シャーシ８の
仕切り壁９には、第２の放熱シート３１が取り付けられている。第２リジット部は、この
第２の放熱シート３１を介して、シャーシ８の仕切り壁９に後側から取り付けられている
。すなわち、第２リジット部の電子部品とシャーシ８の仕切り壁９との間には、第２の放
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熱シート３１が介在しており、第２リジッド部１９の電子部品は、第２の放熱シート３１
に押し付けられた状態になる。なお、第２の放熱シート３１は粘性を有しており、その粘
性を利用してシャーシ８の仕切り壁９に貼り付けられている。また、第２の放熱シート３
１は弾性（クッション性）を有しており、その弾性により第２リジット部の取付けの際の
ガタが抑えられている。
【００４６】
　以上のように構成されたカメラヘッド３について、図面を参照しながら、その組立て工
程について説明する。
【００４７】
　本実施の形態のカメラヘッド３を組み立てるときには、まず、フレキシブル基板１６に
基板ホルダ２０を取り付ける。この場合、図６に示すように、基板ホルダ２０の第１ホル
ダ部２１の中央の開口部３２に、フレキシブル基板１６の第２リジッド部１９を挿通させ
、第２のリジッド部を第２ホルダ部２２の裏側（図７における上側）に配置させる。この
とき、第１のリジッド部は第１ホルダ部２１の表側（図７における下側）に配置されてい
る。そして、図７に示すように、第２ホルダ部２２の第２基板保持爪２５（裏側に向けて
突出している）に第２リジッド部１９の縁部を係止して保持させるとともに、第１ホルダ
部２１の第１基板保持爪２４（表側に向けて突出している）に第１リジッド部１８の縁部
を係止して保持させる。このようにして、フレキシブル基板１６への基板ホルダ２０の取
付けが完了する（図８参照）。
【００４８】
　つぎに、フレキシブル基板１６（基板ホルダ２０によって保持されたフレキシブル基板
１６）をシャーシ８に取り付ける。この場合、図１１に示すように、まず、シャーシ８の
側壁の係止溝２６に第１ホルダ部２１の係止片２７を挿入して係止させる。その後、フレ
キシブル基板１６を連結部２３で折り曲げて、第２ホルダ部２２の係止爪２９をシャーシ
８の仕切り壁９の係止穴２８に挿入して係止させる（図１参照）。そして、３つのセンサ
接続部１７を３つの画像センサ１４にそれぞれ接続した後、撮像ユニット２をシャーシ８
の前側から組み付ける。また、シャーシ８の後側からはコネクタユニット１２が組み付け
られる。このようにして、カメラヘッド３の組み立てが完了する。
【００４９】
　このような本実施の形態のカメラ装置１によれば、カメラヘッド３のさらなる小型化を
することができる。
【００５０】
　すなわち、本実施の形態では、撮像ユニット２の横面側のシャーシ８の側壁に、フレキ
シブル基板１６が内側から取り付けられる。この場合、撮像ユニット２の３つの画像セン
サ１４は、撮像ユニット２の上面側と後面側と下面側に設けられており、したがって、撮
像ユニット２の横面側には、画像センサ１４が設けられていない。そのため、撮像ユニッ
ト２の横面側には、シャーシ８の内部に空間的なスペースを確保する余裕がある。本実施
の形態では、そのスペース（撮像ユニット２の横面側のスペース）を、フレキシブル基板
１６を取り付けるためのスペースとして利用する。したがって、シャーシ８の内部のスペ
ースを有効に活用することができ、その分だけカメラヘッド３の小型化が可能になる。
【００５１】
　この場合、３色分解プリズム１３の他方の横面側に、フレキシブル基板１６が配置され
る。図１に示すように、３色分解プリズム１３の一方の横面側（図１における下側）には
、プリズム台板３４が設けられているが、３色分解プリズム１３の他方の横面側（図１に
おける上側）には、プリズム台板３４が設けられていない。そのため、３色分解プリズム
１３の他方の横面側には、シャーシ８の内部に空間的なスペースを確保する余裕がある。
本実施の形態では、そのスペース（３色分解プリズム１３の他方の横面側のスペース）を
、フレキシブル基板１６を取り付けるためのスペースとして利用する。したがって、シャ
ーシ８の内部のスペースを有効に活用することができ、その分だけカメラヘッド３の小型
化が可能になる。
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【００５２】
　また、本実施の形態では、フレキシブル基板１６が基板ホルダ２０に係止して保持され
、基板ホルダ２０がシャーシ８に係止して取り付けられる。これにより、フレキシブル基
板１６を、ねじを用いずにシャーシ８に取り付けることができる。従来のように、フレキ
シブル基板１６を、ねじを用いてシャーシ８に取り付ける場合には、ねじ止めをするため
のスペース（ねじ穴を設けるためのスペース）をシャーシ８の内部に確保する必要がある
。それに対して、本実施の形態では、ねじ止めをするためのスペースをシャーシ８の内部
に確保する必要がなく、その分だけカメラヘッド３の小型化が可能になる。
【００５３】
　また、本実施の形態では、シャーシ８の内部が、仕切り壁９によって前側空間１０と後
側空間１１に分割され、後側空間１１に、発熱量の大きい第２の電子部品が配置され、前
側空間１０に、発熱量の小さい第１の電子部品と撮像ユニット２が配置される。発熱量の
小さい第１の電子部品は、発熱量の大きい第２の電子部品よりも保証温度値が低い。本実
施の形態によれば、発熱量の大きい第２の電子部品を後側空間１１に配置することにより
、効率よく放熱を行うことができる。また、保証温度値が低い第１の電子部品を、発熱量
の大きい第２の電子部品と異なる空間に配置する（第１と第２の電子部品を配置する空間
を分ける）ことにより、シャーシ８の内部の温度分布を２段階にすることができ、保証温
度値が低い第１の電子部品が、発熱量の大きい第２の電子部品からの熱の影響を受けるの
を抑えることができる。
【００５４】
　また、本実施の形態では、第１の電子部品からの熱が、第１の放熱シート３０を介して
シャーシ８（仕切り壁９）に伝えられる。また、第２の電子部品からの熱が、第２の放熱
シート３１を介してシャーシ８（側壁）に伝えられる。これにより、シャーシ８から放熱
することが可能になり、放熱効率を上げることができる。
【００５５】
　また、このような本実施の形態のカメラ装置１によれば、カメラヘッド３が小型であっ
ても、カメラヘッド３の放熱効率を向上させることができる。
【００５６】
　すなわち、本実施の形態では、シャーシ８の内部が、仕切り壁９によって前側空間１０
と後側空間１１に分割され、後側空間１１に、電源部等の発熱量の大きい第２の電子部品
が配置され、前側空間１０に、発熱量の小さい第１の電子部品と撮像ユニット２が配置さ
れる。発熱量の小さい第１の電子部品は、発熱量の大きい第２の電子部品よりも保証温度
値が低い。本実施の形態によれば、発熱量の大きい第２の電子部品を後側空間１１に配置
することにより、効率よく放熱を行うことができる。また、保証温度値が低い第１の電子
部品を、発熱量の大きい第２の電子部品と異なる空間に配置する（第１と第２の電子部品
を配置する空間を分ける）ことにより、シャーシ８の内部の温度分布を２段階にすること
ができ、保証温度値が低い第１の電子部品が、発熱量の大きい第２の電子部品からの熱の
影響を受けるのを抑えることができる。
【００５７】
　また、本実施の形態では、第１の電子部品からの熱が、第１の放熱シート３０を介して
シャーシ８（仕切り壁９）に伝えられる。また、第２の電子部品からの熱が、第２の放熱
シート３１を介してシャーシ８（側壁）に伝えられる。これにより、シャーシ８から放熱
することが可能になり、放熱効率を上げることができる。
【００５８】
　以上、本発明の実施の形態を例示により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定され
るものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが
可能である。
【００５９】
　例えば、図１３に示すように、放熱シート（第１の放熱シート３０や第２の放熱シート
３１）が取り付けられるシャーシ８の側壁や仕切り壁９には、電子部品の凸形状に対応し
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た凹部３３が形成されていてもよい。このような凹部３３を形成することにより、放熱シ
ート３０、３１に電子部品が押し付けられたときの放熱シート３０、３１からの反力を均
一にすることができる。
【００６０】
　また、本発明の実施の形態では、後側空間１１に発熱量の大きい第２の電子部品が配置
され、前側空間１０に発熱量の小さい第１の電子部品が配置されているが、これとは逆に
、後側空間１１に発熱量の小さい第１の電子部品が配置され、前側空間１０に発熱量の大
きい第２の電子部品が配置されても構わない。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　以上のように、本発明にかかるカメラヘッドは、さらなる小型化が可能であるという効
果を有し、医療用や工業用の内視鏡カメラ等に適用され、有用である。
【００６２】
　また、本発明にかかるカメラヘッドは、カメラヘッドが小型であっても放熱効率を向上
させることができるという効果を有し、医療用や工業用の内視鏡カメラ等に適用され、有
用である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　カメラ装置
　２　撮像ユニット
　３　カメラヘッド
　４　ケーブル
　５　コントロールユニット
　６　信号処理部
　７　光源部
　８　シャーシ
　９　仕切り壁
　１０　前側空間
　１１　後側空間
　１２　コネクタユニット
　１３　３色分解プリズム
　１４　画像センサ
　１５　レンズマウント
　１６　フレキシブル基板
　１７　センサ接続部
　１８　第１リジッド部
　１９　第２リジッド部
　２０　基板ホルダ
　２１　第１ホルダ部
　２２　第２ホルダ部
　２３　連結部
　２４　第１基板保持爪
　２５　第２基板保持爪
　２６　係止溝
　２７　係止片
　２８　係止穴
　２９　係止爪
　３０　第１の放熱シート
　３１　第２の放熱シート
　３２　開口部
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　３３　凹部
　３４　プリズム台板

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】

【図１３】



(16) JP 2012-195931 A 2012.10.11

フロントページの続き

(72)発明者  東山　誠司
            福岡県福岡市博多区美野島４丁目１番６２号　パナソニックシステムネットワークス株式会社内
(72)発明者  吉國　雄貴
            福岡県福岡市博多区美野島４丁目１番６２号　パナソニックシステムネットワークス株式会社内
Ｆターム(参考) 2H100 BB06  BB11  CC03 
　　　　 　　  5C122 DA26  EA03  EA54  EA55  FC04  GE05  GE07  GE11  GE19 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

